
 

国土交通省東北地方整備局は、ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目に基づき「成瀬ダム建
設事業」の検証に係る検討を進めております。 

このたび１０月２０日に第３回「成瀬ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」を開催し、雄物川の流
域の特性に配慮して、治水、利水、流水の正常な機能の維持の複数の対策案を立案し、概略評価により対策案を抽
出した結果を提示させていただきました。 

つきましては、今後の検討の参考とするため、以下の意見募集要領により、広く皆様からの意見を募集します。 

意見募集内容 

平成 23 年 10 月 22 日（土）～平成 23 年 11 月 21 日（月）（21 日 17：00 必着） 
意見の提出は、郵送、ＦＡＸ、電子メール、回収箱への投函で受付します。 
提出先 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所 開発調査課 宛 

1. 郵送の場合：〒012-0862 秋田県湯沢市関口字上寺沢 64-2 
2. FAX の場合：0183-72-9722 
3. 電子メールの場合：yuzawa@thr.mlit.go.jp 

（件名に「成瀬ダム建設事業の検証に関する意見」と明記してください） 
4. 回収箱への投函の場合：下記「閲覧場所」に設置している回収箱へ投函してください。

募集期間 

閲覧場所 

国土交通省 東北地方整備局河川部 代表 ＴＥＬ 022-225-2171 
         水災害予報企画官 岩崎 等（内線 3521） 

問い合わせ先 

上記１）、２）に関わる、関係資料を下記の場所で閲覧できます。 

○国土交通省 東北地方整備局 
・秋田河川国道事務所、茨島出張所 
・湯沢河川国道事務所、十文字出張所、大曲出張所 

○秋田市役所（建設部道路建設課、各市民サービスセンターの市民窓口） 
○横手市役所（建設部建設監理課、各地域局の産業建設課） 
○湯沢市役所（建設部建設課、各総合支所の地域振興班） 
○大仙市役所（建設部道路河川課、各支所の農林建設課） 
○羽後町役場（建設課） 
○東成瀬村役場（成瀬ダム課） 

１）今回立案した複数の治水、利水、流水の正常な機能の維持の対策案以外の具体的対策案の提案 
２）今回行った複数の治水、利水、流水の正常な機能の維持の対策案に係る概略評価及び抽出に対する意見 
詳しくは、下記をご参照下さい。 
湯沢河川国道事務所ホームページ http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/06_dam/dam_kentou/iken.htm 


